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 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災（以下、震災）に伴う東京電力株式会社福島第一原

子力発電所の事故（以下、原発事故）に対応し、2011 年 3 月 17 日に厚生労働省が食品衛生法（昭

和 22 年法律第 233 号）に基づく放射性物質の暫定規制値を定め、放射性セシウムの肉・卵・魚・

その他に係る摂取制限に関する指標値を 500Bq/kg と設定した。また、同年 4 月 4 日付けで原子力

災害対策本部が「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」1)を地方自治体への

ガイドラインとして取りまとめた。その後、厚生労働省は厚生労働省薬事・食品衛生審議会、食

品安全委員会、放射線審議会での議論を踏まえ、食品の安全と安心をより一層確保するため、食

品から許容することのできる放射性セシウムの線量を年間 5 ミリシーベルトから 1 ミリシーベル

トに引き下げ、放射性セシウムの一般食品（水産物は一般食品）に係る基準値を 100Bq/kg と設定

し、2012 年 4 月 1 日からこの基準値の適用を開始した。なお、基準値を超えた品目については、

原子力災害特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）及び食品衛生法に基づき、産地毎に国の出荷制

限指示等が行われ、当該品目の安全が確認され制限が解除されるまでは、当該品目が流通するこ

とのない体制がとられている。 
 出荷制限等の解除については、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」1)

において品目毎に解除の要件が示されており、沿岸性魚種等では「解除しようとする区域から、

原則として概ね１週間に１回（ただし、検体が採取できない場合はこの限りではない）、複数の

場所で、すくなくとも１ヶ月以上検査を実施し、その結果が安定して基準値を下回っていること。

過去に基準値を超過した当該魚種の検体が漁獲された場所では必ず検査する」とされている。出

荷制限等の解除を申請する際には、当該魚種が最後に基準値を超過した後のデータにより、安定

して基準値を下回っていることを示す必要がある。 
 福島県では、2011 年 4 月から海産魚介類に係る緊急時モニタリング（または緊急時環境放射線

モニタリング、以下、モニタリング検査）を実施しており、基準値の超過が確認された魚種につ

いては国から出荷制限等が指示され、2011 年 4 月 20 日付けでイカナゴの稚魚（コウナゴ）に摂

取及び出荷制限が指示されたのに始まり、これまで 44 種で出荷制限等が指示された。制限が指示

された後、安全確認のためのモニタリング検査を行い、安全性が確認された魚種から順次解除が

進み、2022 年 2 月 28 日時点において出荷制限が指示されているのは 1 魚種である（図 1）。 
震災後、福島県の沿岸漁業が操業を拡大していく上で、魚種毎に安全性の確認が求められ、出

荷制限指示の解除が大きな課題の一つとなっていたことから、本報告では、これまでの解除申請

に用いたモニタリング結果及びその経緯を記録する。 
 表１に福島県海域における海産魚介類の出荷制限等解除に係るモニタリング検査結果を示す。
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解除された魚種順に並べており、厚生労働省ホームページに掲載されている福島県から原子力災

害対策本部への解除に係る申請 2)に用いられているモニタリング検査結果から記載した。 
原発事故の影響により福島県の沿岸漁業が操業自粛を余儀なくされた中、2012 年 6 月 22 日か

ら安全が確認された魚種・漁場に限定して試験的に操業を行う試験操業が開始された。試験操業

が始まるまではモニタリング検査で基準値を超える検体が確認されても操業自体がなく流通の可

能性がないため、イカナゴの稚魚（コウナゴ）の摂取及び出荷制限の指示以降、国による出荷制

限の措置は講じられていなかったが、試験操業が始まるタイミングで 2012 年 1 月以降のモニタリ

グ検査での基準値超過等が勘案され、海産魚介類 36 種（アイナメ、アカガレイ、アカシタビラメ、

イカナゴ（稚魚を除く。）、イシガレイ、ウスメバル、ウミタナゴ、エゾイソアイナメ、キツネメ

バル、クロウシノシタ、クロソイ、クロダイ、ケムシカジカ、コモンカスベ、サクラマス、サブロ

ウ、シロメバル、スケトウダラ、スズキ、ニベ、ヌマガレイ、ババガレイ、ヒガンフグ、ヒラメ、

ホウボウ、ホシガレイ、マアナゴ、マガレイ、マコガレイ、マゴチ、マダラ、ムシガレイ、ムラソ

イ、メイタガレイ、ビノスガイ及びキタムラサキウニ）に出荷制限が指示された。 
また、同日にイカナゴの稚魚（コウナゴ）の摂取及び出荷制限指示が解除された（表 1、No.1）。

イカナゴの稚魚（コウナゴ）はモニタリング検査により 2011 年は基準値の超過が確認されていた

が、2012 年には全て基準値を下回り、安全性が確認されたことから、福島県海産魚介類における

最初の解除事例となった。コウナゴ、シラスのような世代交代が早い魚種では、放射性セシウム

の濃度低下は速やかで、原発事故直後の汚染を経験していない世代への放射能セシウムの取り込

みは小さいことが示唆されている 3)。なお、摂取制限が指示されたのは、イカナゴの稚魚（コウナ

ゴ）のみであり、成長段階で分けて出荷制限が指示されたのもイカナゴのみである。 
 ユメカサゴは、2014 年 2 月 27 日の試験操業における漁業協同組合が実施する自主検査で

110Bq/kg が検出されたのを受け、2014 年 3 月 25 日に出荷制限が指示された 4)。その後、安全確

認に向けた重点的なモニタリング検査が行われ、54 日間で採取された 253 検体を検査した結果、

平均値が 7.8Bq/kg、不検出が 244 検体と安全性が確認され、出荷制限指示から 64 日と最短で解除

された事例となっている（表 1、No.5）。 
 マダラは、2015 年 1 月 14 日付けで福島県海域の沖側が解除され（表 1、No.10）、2015 年 2 月

24 日付けで灘側が解除されており（表 1、No.12）、制限が指示された海域を分けて解除されたの

はマダラのみである。 
 解除申請に用いた検体数が最も多かったのは、2016 年 6 月 9 日付けで解除されたヒラメで、805
日間で 1,078 検体を検査した結果、平均値が 9.7Bq/kgと安全性が確認され、出荷制限指示から 1,448
日で解除された（表 1、No.18）。 
 2019 年以降に出荷制限が解除された魚種のうち、ウミタナゴ、クロダイ、ヌマガレイ、カサゴ、

サクラマス、ムラソイ、ビノスガイは、震災前から福島県における水揚げ量が少ない魚種で、安

定して基準値を下回っていることを示すのに時間を要した傾向にある。また、これらの魚種につ

いては、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」1)の解除要件にある「過去

に基準値を超過した当該魚種の検体が漁獲された場所では必ず検査する」を満たすのが、水揚げ

量が多い魚種より難しい傾向にあった。 
 コモンカスベは、2019 年 1 月 31 日の試験操業における漁業協同組合が実施する自主検査で

161Bq/kg が検出されたのを受け、2019 年 2 月 7 日に 2 回目の出荷制限が指示され、その後、1,008
検体を検査した結果、平均値が 8Bq/kg、不検出が 1,001 検体と安全性が確認され、2020 年 2 月 25
日付けで解除された（表 1、No.46）。この解除により、クロソイの 2 回目の出荷制限指示まで出

荷制限指示魚種がない状況となった（図 1）。 
クロソイの 2 回目の出荷制限は、2021 年 2 月 22 日の試験操業における漁業協同組合が実施す
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る自主検査で 500Bq/kg が確認され 5)、福島県漁業協同組合連合会がクロソイの出荷を自粛し、そ

の後のモニタリング検査において、2021 年 4 月 1 日に採取されたクロソイから 270Bq/kg が検出

されたことを受け、2021 年 4 月 19 日付けで国から指示されたものである。その後、217 日間で採

取された 268 検体を検査した結果、平均値が 7.3Bq/kg、不検出が 265 検体と安全性が確認され、

2021 年 12 月 1 日付けで解除された（表 1、No.47）。この解除により、再び出荷制限指示魚種が

ゼロとなったが、2022 年 1 月 26 日の試験操業における漁業協同組合が実施する自主検査でクロ

ソイから 1,400Bq/kg が確認され 5)、福島県漁業協同組合連合会がクロソイの出荷を自粛し、2022
年 2 月 8 日付けで 3 回目の出荷制限が指示された。 

福島県海域において大規模なモニタリング検査が継続して行われた結果 3,6-8)、多くの海産魚介

類で国からの出荷制限等の指示が解除された。しかし、原発事故から 10 年以上が経過した中で、

クロソイで 2 年続けて基準値を超過する検体が確認され、2 回目、3 回目の出荷制限が指示され

た。モニタリング検査では不検出の検体の割合が年々増加し 2018 年 6 月以降は 99％以上の検体

が不検出と 8)、確実に放射性物質の影響が低下傾向にある中で、極希ではあっても基準値を超過

する検体が確認されることは、福島県沿岸漁業の復興の妨げになることが危惧される。漁場にお

ける海水、海底土の放射性物質が減少傾向にある中で 8)、どのように基準値超過の個体が発生し

たか、またクロソイで特異的に確認されるそのメカニズムの解明が待たれるとともに、魚種によ

ってはこのように希な個体が発生する可能性があることも踏まえ、モニタリング検査によって海

産魚介類の安全確認を継続して行っていくことが重要と考えられる。 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 福島県海域における出荷制限魚種数の推移 
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